
政
令
第

号

外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
整
備
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
通
訳
案
内
業
法
及
び
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
多
様
化
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
整
備
等
の

促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。

（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
）

第
一
条

外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
整
備
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
指
定
試
験
機
関
（
以
下
単
に
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
の
指
定
は
、
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
試
験
事
務
（
以
下
単
に
「
試
験
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り

行
う
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
指
定
試
験
機
関
の
指
定

を
し
て
は
な
ら
な
い
。



一

職
員
、
設
備
、
試
験
事
務
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
試
験
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
、
試
験
事

務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
試
験
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
に
必
要
な
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
を
有
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
申
請
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な

い
。

一

申
請
者
が
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
以
外
の
者
で

あ
る
こ
と
。

二

申
請
者
が
、
そ
の
行
う
試
験
事
務
以
外
の
業
務
に
よ
り
試
験
事
務
を
公
正
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
。

三

申
請
者
が
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

で
あ
る
こ
と
。

四

申
請
者
の
役
員
の
う
ち
に
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
こ
と
。



イ

法
に
違
反
し
て
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算

し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ

法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
よ
り
解
任
さ
れ
、
そ
の
解
任
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な

い
者

（
事
業
報
告
書
等
の
提
出
）

第
二
条

指
定
試
験
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
の
経
過
後
三
月
以
内
に
、
そ
の
事
業
年
度
の
事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
を
作

成
し
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
の
備
付
け
等
）

第
三
条

指
定
試
験
機
関
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
試
験
事
務
に
関
す
る
事
項
で
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
も
の
を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
試
験
事
務
の
休
廃
止
）

第
四
条

指
定
試
験
機
関
は
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
試
験
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃

止
し
て
は
な
ら
な
い
。



（
指
定
の
取
消
し
等
）

第
五
条

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
試
験
機
関
が
第
一
条
第
三
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至

っ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
試
験
機
関
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は

期
間
を
定
め
て
試
験
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

法
第
二
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
一
条
の
規
定
又
は
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
通
訳
案
内
士

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
号
）
第
十
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し

た
と
き
。

二

法
第
三
十
条
の
規
定
又
は
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
通
訳
案
内
士
法
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

三

法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
通
訳
案
内
士
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
試
験
事
務
規
程
に
よ

ら
な
い
で
試
験
事
務
を
行
っ
た
と
き
。

四

第
一
条
第
二
項
各
号
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。



五

第
二
条
又
は
前
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

六

次
条
第
一
項
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

（
指
定
等
の
条
件
）

第
六
条

法
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
条
の
規
定
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
通
訳
案
内
士
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
、
認
可
又
は
許
可
に
は
、
条
件
を
付
し

、
及
び
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
条
件
は
、
当
該
指
定
、
認
可
又
は
許
可
に
係
る
事
項
の
確
実
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
も
の
に
限

り
、
か
つ
、
当
該
指
定
、
認
可
又
は
許
可
を
受
け
る
者
に
不
当
な
義
務
を
課
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
試
験
事
務
の
実
施
）

第
七
条

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
試
験
機
関
が
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
試
験
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を

休
止
し
た
と
き
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
に
対
し
試
験
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ

た
と
き
、
又
は
指
定
試
験
機
関
が
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
試
験
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難

と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
試
験
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
も
の
と
す
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
五
号
中
「
通
訳
案
内
業
」
を
「
通
訳
案
内
に
関
す
る
事
業
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
中
「
）
、
旅
行
業
者
代
理
業
」
の
下
に
「
、
通
訳
案
内
に
関
す
る
事
業
（
地
域
限
定
通
訳
案
内

士
が
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
旅
行
業
、
旅
行
業
者
代
理
業
」
の
下
に
「
、
通
訳
案

内
に
関
す
る
事
業
」
を
加
え
る
。

（
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
第
十
号
及
び
別
表
第
二
第
二
十
号
中
「
旅
行
業
者
代
理
業
」
の
下
に
「
、
通
訳
案
内
に
関
す
る
事
業
（
地
域
限



定
通
訳
案
内
士
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

（
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
の

一
部
の
委
任
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権

限
の
一
部
の
委
任
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
四
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
五
号
ホ
中
「
及
び
旅
行
業
者
代
理
業
」
を
「
、
旅
行
業
者
代
理
業
及
び
通
訳
案
内
に
関
す
る
事
業
（
そ

の
事
業
場
の
所
在
地
の
属
す
る
都
道
府
県
の
知
事
の
登
録
を
受
け
た
地
域
限
定
通
訳
案
内
士
の
み
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
に

限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

（
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
四
十
八
号
中
「
、
通
訳
案
内
業
」
を
削
り
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
八
の
二

通
訳
案
内
士
及
び
地
域
限
定
通
訳
案
内
士
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
十
六
条
第
四
号
中
「
、
旅
行
業
者
代
理
業
及
び
通
訳
案
内
業
」
を
「
及
び
旅
行
業
者
代
理
業
」
に
改
め
る
。



第
五
十
七
条
第
二
号
中
「
、
旅
行
業
者
代
理
業
及
び
通
訳
案
内
業
」
を
「
及
び
旅
行
業
者
代
理
業
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

三

通
訳
案
内
士
及
び
地
域
限
定
通
訳
案
内
士
に
関
す
る
こ
と
。



理

由

通
訳
案
内
業
法
及
び
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
多
様
化
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
指
定
試
験
機
関
の
指
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


